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9.   上記以外に掲げる法人以外の法人

　　資本金が ５０ 億円を超える法人（保険
業法に規定する相互会社以外の法人で資
本金の金額を有しないもの及び第３項第３
号に掲げる公共法人を除く。次号から第８
号までにおいて同じ。）で市町村に有する
事務所、事業所又は寮等の従業者（法令
で定める役員を含む）の数の合計数（次号
から第８号まで及び第５号において「従業
者数の合計数という。）が５０人をこえるもの

　　資本金の金額が１０億円を超え５０億円
以下である法人で従業員数の合計が５０
人を超えるもの

　　資本金の金額が１０億円を超える法人
で従業員数の合計数が５０人を以下である
もの

法人の区分

 ■均等割 （　　）内の数字は標準税率

法人町民税　税率表　（地方税法３１２条）

１８０，０００円
（１５０，０００円）

１５６，０００円
（１３０，０００円）

１４４，０００円
（１２０，０００円）

　　資本金の金額が１億円を超え１０億円
以下である法人で従業員数の合計が５０
人を超えるもの

　　資本金の金額が１億円を超え１０億円
以下である法人で従業員数の合計が５０
人以下であるもの

　　資本金の金額が１千万円を超え１億円
以下である法人で従業員数の合計が５０
人を超えるもの

　　資本金の金額が１千万円を超え１億円
以下である法人で従業員数の合計が５０
人以下であるもの

　　資本金の金額が１千万円以下である法
人で従業員数の合計が５０人を超えるもの

３，６００，０００円
（３，０００，０００円）

２，１００，０００円
（１，７８５，０００円）

４９２，０００円
（４１０，０００円）

４８０，０００円
（４００，０００円）

１９２，０００円
（１６０，０００円）

令和元年１０月１日　改正

 ■法人税割　８．４％　（６．０％）

６０，０００円
（５０，０００円）

均等割税率 備　考

※各区分ごとの税率
　及び法人税割は上
　段の制限税率を適
　用します。


